
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
が
締
結
す
る
埼
玉
県
立
特
別
支
援

学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者 

 
 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
資

格
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
結
果
、
資
格

を
有
す
る
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
」
と
い
う
。
）

と
し
、
知
事
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
を
埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運

行
業
務
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

資
格
審
査
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 

ロ 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

 

ハ 

十
三
ホ
又
は
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ニ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
知
事
が
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
者 

 

ホ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

 
 

⒧ 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該

免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

⑵ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免
許

若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該
免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
五
年
以
上

経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

⑶ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け



た
期
間
が
、
通
算
で
五
年
未
満
の
者 

 

ヘ 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
を
受
け
ら
れ
な
い
者 

三 
資
格
及
び
格
付 

 
 

資
格
は
、
業
務
の
規
模
及
び
執
行
予
定
額
に
応
じ
て
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
三
等
級
に
区
分
し

て
定
め
る
。 

四 

資
格
審
査 

 
 

資
格
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。 

 

イ 

売
上
額 

 

ロ 

経
営
規
模 

 
 

⒧ 

自
己
資
本
の
額 

 
 

⑵ 

道
路
運
送
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
の
台
数 

 
 

⑶ 

従
業
員
の
数 

 

ハ 

経
営
状
況 

 
 

⒧ 

流
動
比
率 

 
 

⑵ 

総
資
本
経
常
利
益
率 

 
 

⑶ 

固
定
資
産
自
己
資
本
比
率 

 

ニ 

営
業
期
間 

 

ホ 

免
許
、
許
可
又
は
過
去
の
業
務
実
績 

 

ヘ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 

ト 

環
境
配
慮
状
況 

五 

資
格
審
査
の
申
請
方
法 

 
 

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
の
申
請

書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
作
成

に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票 

 

ロ 

営
業
経
歴
書
（
営
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
現
在
ま
で
の
営
業
経
歴
を
記
載
し
た
も
の
） 

 

ハ 

営
業
所
一
覧
表 

 

ニ 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

⒧ 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

記
事
項
証
明
書
（
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
又
は
現
在
事
項
全
部
証
明
書
） 

 
 

⑵ 

決
算
報
告
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
の
決
算
に
係
る
も
の
。
た

だ
し
、
申
請
日
時
点
で
、
法
人
設
立
後
一
年
に
満
た
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
提
出
可
能

な
決
算
に
係
る
も
の
） 



 

ホ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

⒧ 

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
の
写
し 

 
 

⑵ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書 

 
 

⑶ 
所
得
税
確
定
申
告
書
等
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
申
告
に
係
る
も
の
） 

 

ヘ 

県
民
税
及
び
事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
に
係

る
も
の
）
（
法
人
県
民
税
及
び
事
業
税
に
あ
っ
て
は
埼
玉
県
内
の
事
業
所
に
係
る
も
の
、
個

人
県
民
税
に
あ
っ
て
は
埼
玉
県
内
の
住
所
地
に
係
る
も
の
） 

 

ト 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し 

 

チ 

障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
写
し
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
事
業
者
で
、
障
害
者
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

リ 

障
害
者
雇
用
の
証
明
書
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い

事
業
者
で
、
障
害
者
雇
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

ヌ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
、
埼
玉
県
エ
コ
ア
ッ
プ
認
証
書
又
は
エ
コ
ア
ク
シ

ョ
ン
２
１
認
証
・
登
録
証
の
写
し
（
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

ル 

委
任
状
（
入
札
、
契
約
、
代
金
の
請
求
又
は
受
領
等
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
の
み
必

要
と
す
る
。
） 

 

ヲ 

在
籍
証
明
一
覧
表 

 

ワ 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
に
係
る
証
明
書
等
の
写
し
（
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項

目
票
及
び
営
業
所
一
覧
表
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
） 

 

カ 

申
請
者
が
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
契
約
締
結
の
た
め
に

必
要
な
同
意
を
し
て
い
る
者
が
発
行
す
る
同
意
書 

 

ヨ 

申
請
者
が
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
は
、
成
年
後
見
人
が
発
行
す
る
同
意
書 

六 

申
請
書
の
配
布
及
び
提
出
場
所 

 
 

〒
三
三
〇
―
九
三
〇
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

埼
玉
県

庁
第
二
庁
舎
十
階 

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
特
別
支
援
教
育
課
総
務
・
振
興
助
成
担
当 

 

電
話
〇
四
八
―
八
三
〇
―
六
八
八
五 

電
子
メ
ー
ル

a
6
8
8
0
@
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l
g
.
j
p
 

七 

資
格
審
査
の
申
請
時
期 

 
 

申
請
者
は
、
随
時
に
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

八 

申
請
者
へ
の
通
知 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

九 

資
格
の
有
効
期
間 

 
 

資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

十 

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等 

 

イ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
は
、
日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文

を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
ロ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
の
金
額
は
、
日
本
国
通
貨
に
よ
り
表

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
通
貨
に
よ
り
金
額
を
表
示
し

て
あ
る
も
の
は
、
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
表
示
を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
日
本
国
通
貨
へ
の
換
算
に
当
た
っ
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年

大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

十
一 

資
料
の
提
出
要
求
等 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
に
際
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示
又
は
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

十
二 

変
更
等
の
届
出 

 
 

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
営
業
を
休
止
し
、
若
し

く
は
廃
止
し
た
場
合
又
は
営
業
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

商
号
、
名
称
又
は
氏
名 

 

ロ 

代
表
者
又
は
代
理
人 

 

ハ 

住
所
又
は
所
在
地
（
代
理
人
の
住
所
又
は
所
在
地
を
含
む
。
） 

 

ニ 

資
本
金
の
額 

 

ホ 

電
話
番
号
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号 

 

ヘ 

登
録
、
免
許
、
許
可
等
に
関
す
る
事
項 

 

ト 

障
害
者
雇
用
状
況 

 
 

チ 

環
境
配
慮
状
況 

十
三 

資
格
の
取
消
し 

 
 

知
事
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資

格
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

二
イ
、
ロ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。 

 

ロ 

営
業
に
関
し
必
要
な
登
録
、
免
許
、
許
可
等
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。 

 

ハ 

申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
等
に
故
意
に
虚
偽
の
事
項
を
記
載
し
た
と
き
。 

 

ニ 

経
済
的
信
用
を
著
し
く
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

ホ 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
排
除
措
置

命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
又
は
告
発
を
受
け
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認



め
た
と
き
。 

 

へ 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
に
係

る
被
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
又
は
逮
捕
を
経
ず
に
起
訴
さ
れ
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で

あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

 

ト 

安
全
運
行
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。



別記様式                                             新規 ・ 更新 

処 
理 
欄 

受付日 
 
     年  月  日 

               
        
   市 町 村 

 
 
 

登録番号 
           
 

                             処理欄には記入しないでください。 

 
埼玉県立特別支援学校スクールバス運行業務一般競争入札参加資格審査申請書 

 

 埼玉県が行う令和６年度及び令和７年度の埼玉県立特別支援学校のスクールバス
運行業務の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて資格審査を申請いた
します。 
 また、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを宣
誓します。 

令和  年  月  日  
（宛先） 
    埼玉県知事 
         
 申 請 者  （〒   －    ） 

住所又は所在地 
（ふりがな） 
商号又は名称                      
（ふりがな） 
代表者職・氏名                               
電話番号     （     －     －    ） 

 
 ○添付書類 
 ※１ 一般競争入札参加資格審査項目票 

 ※２ 営業経歴書（営業を開始した日から現在までの営業経歴を記載したもの） 

 ※３ 営業所一覧表 

 ※４ 申請者が法人の場合：次に掲げる書類 

   ⒧ 商業登記法第１０条第１項に規定する登記事項証明書 

   ⑵ 決算報告書の写し（申請日の直前１年間の事業年度の決算に係るもの） 

  ５ 申請者が個人の場合：次に掲げる書類 

  ※⒧ 市町村長（特別区の区長を含む。）が発行する身分証明書の写し 

   ⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない旨の誓約書 

  ※⑶ 所得税確定申告書等の写し（申請日の直前１年間の申告に係るもの） 

 ※６ 県民税及び事業税の納税証明書の写し

（申請日の直前１年間の事業年度に係るもの）（法人県民税及び事業税にあって

は埼玉県内の事業所に係るもの、個人県民税にあっては埼玉県内の住所地に係

るもの） 

 ※７ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し 

  ８ 障害者雇用状況報告書の写し（障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられ

ている事業者で、障害者法定雇用率を達成している場合のみ必要とする。） 

  ９ 障害者雇用の証明書（障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられていない

事業者で、障害者雇用を行っている場合のみ必要とする。） 

  10 ＩＳＯ１４００１認証取得登録証、埼玉県エコアップ認証書又はエコアクシ

ョン２１認証・登録証の写し（認証を受けている場合のみ必要とする。） 

  11 委任状（入札、契約、代金の請求又は受領等を代理人に委任する場合のみ必

要とする。） 

 ※12 在籍証明一覧表 

 ※13 運行業務に必要な許可に係る証明書等の写し（一般競争入札参加資格審査項

目票及び営業所一覧表において指定するもの） 

  14 同意書（５⑵の誓約書を提出できない場合のみ必要とする。） 

 

 （注）番号の前に※印を付してある書類は、添付を省略することができないもので

す。 



申請日直前の事業年度２年間における契約状況  

（１）バス業務 

乗合・貸切・特定 契約者 業務の内容 契約金額 契約期間 
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         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
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（２）バス業務以外 

発注者 業務の内容 契約金額 契約期間又は契約日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（注）１ ２年間における主な業務で、契約金額の高いものから記載すること。 

   ２ 契約が毎年更新されている場合も、合算せずに契約ごとに記載すること。 

 


